
  

 

平塚市中小企業制度融資（振興資金）申込書 

 

様                            年  月  日 

申込者 

                                 （電話    －    －    ） 

   住所（所在地） 平塚市                     

 

   名     称                         

 

   代表者職氏名                         

 

 次のとおり借入れの申込みをします。 

 なお、この資金の私の借入れ残高は            円です。 

融資資金 

  □ 運転資金   □ 設備資金   □先端設備等導入支援資金   □脱炭素設備資金 

借入申込金額 

                     千円 

貸付決定金額 

                    千円 

借入希望期間    □ 分割    □ 一括 

            年    か月 

貸付金返済方法 

 

 

 

 

 

資 

 

金 

 

の 

 

使 

 

途 

 

 

 

運 

転 

（具体的に記入してください。） 

 

 

 

設 

 

 

 

 

備 

 

 

名称 
形式・性能・大きさ又は 

構造 

数量又は

面積 
価格 備考 

     

     

計 
   

設置予定年月日 

          年   月   日 

設置場所 

  平塚市 

営業の場所 

   平塚市 

業種 

 

従業員数 

         人 

資本金又は元入金 

         円 

市内営業年数 

          年 

連
帯
保
証
人 

（
原
則
法
人
の
代
表
者
以
外
不
要
） 

住所 

 

                            （電話    －    －    ） 

氏名                            

                                職業 

                                年齢          歳 

添付書類    １ 市税完納証明書、財務書類 

        ２ 許認可等を必要とする業種は、その許認可証等の写し 

        ３ 先端設備等導入計画の申請書及び認定書の写し ※先端設備等導入支援資金の場合 

        ４ 平塚市脱炭素設備資金事業計画書 ※脱炭素設備資金の場合 

５ 見積書及びカタログ（仕様書、図面）原本 ※運転資金以外 

        ６ 設計図の写し（店舗新築・改装の場合） ※運転資金以外 

        ７ 設置許可証又は変更許可証の写し ※該当する機械を購入する場合 

        ８ その他審査に必要な書類 

 



  

 

＜融資申込みについての注意事項＞ 

 

１ 融資の貸付限度額及び貸付期間・信用保証の要否は次のとおりです。 

    

資金名 貸付限度額 貸付期間 信用保証 

運 転 資 金 ５，０００万円 

７年以内／割賦返済（融資期間が１年以内のものについ

ては一括返済も可能。１年を超える場合は６か月以内の

据置期間を含む割賦返済も可能） 必要に応じて

付ける  

設 備 資 金 

 

５，０００万円 
１０年以内／割賦返済（１年以内の据置期間を含む割賦

返済も可能） 

先端設備等導入

支援資金 
８，０００万円 

１５年以内／割賦返済（１年以内の据置期間を含む割賦

返済も可能） 

必要 

脱炭素設備資金 ４，０００万円 
１０年以内／割賦返済（１年以内の据置期間を含む割賦

返済も可能） 

 

 ２ 次の事項に該当する方は、融資を受けることができません。 

  （１） 返済能力がないと認められる方 

  （２） 金融機関から取引停止処分を受けている方 

  （３） 信用保証協会が行った代位弁済に対する債務の履行が終了していない方 

  （４） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律規定する性風俗関連特殊営業を行う方 

  （５） 市の制度融資を不正に利用した方 

  （６） 融資の対象となる物件又は使途等が、法令に違反していると認められる方 

  （７） その他市長が適当でないと認めた方 

 

 ３ 次の事項に該当する場合には、融資資金の繰上償還をしていただくことがあります。 

  （１） 上記２の各号に該当するようになったとき 

  （２） 融資資金を融資目的以外に使用したとき 

  （３） 融資を受けた後、当該事業を変更し、又は廃止したとき 

  （４） 融資対象となった設備の使用の中止若しくは廃止又は他への譲渡若しくは貸出しがあったとき 

      （賃貸業又はこれに類する業種で業務上の貸出しを除きます） 

  （５） 融資についての虚偽の申告があったとき 

  （６） 不正の手段により融資を受けたとき 

  （７） その他、平塚市中小企業制度融資要綱に違反したとき 


